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はじめに 

小田原市消防本部は、昭和23年３月７日に自治体消防として発足して以降、職員の

増強、消防施設・車両の整備等、目覚しい消防体制の発展を遂げて参りました。 

しかしながら、昨今の社会情勢は、金融危機に伴う世界経済の枠組の見直しや、地

球温暖化に対する再生可能エネルギーへの転換といった世界規模の動きを始めとし

て、時代は大きく動いています。 

また、急速な少子高齢化の進行による人口減少と、それに伴う経済産業や社会保障

への対応、地方分権改革の進展等、現代社会は『新しい社会が形成される移行期』に

あると言えます。 

これらの社会情勢の中、災害においては、新宿区歌舞伎町ビル火災やＪＲ西日本福

知山線列車事故のように、従来想定もしていなかったような特殊な災害から、毎年の

ように大きな被害を及ぼす豪雨災害や突発的に発生する地震災害、茨城県で発生し

た竜巻災害等、大規模自然災害が各地で発生しています。 

特に、平成23年３月11日に発生した日本の観測史上最大の巨大地震による「東日本

大震災」では、地震により引き起こされた津波により、多くの生命と財産を奪われま

した。 

この震災では、自主防災組織や消防団員が献身的な活躍をしており、地域防災力の

重要性を再認識させられるとともに、住民の防災に対する関心の高まりや不安等、地

域住民の安全・安心への希求は高まっています。 

多様化する社会情勢の中、「地域住民の皆さんからの安全・安心への負託」に応え

ていくために、平成25年３月31日に、当時足柄消防組合を構成していた南足柄市、中

井町、大井町、松田町、山北町及び開成町から消防事務を受託し、広域消防として新

たなスタートを切ったところです。 

今後も、本消防計画を基本指針として、職員各自がより良い組織づくり、消防体制

の充実・強化に向け、持続的に取り組み、消防組織強化と地域防災力の向上により、

安全で安心して暮らせるまちの実現を目指していくものとします。

小田原市消防長
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第１章 基本方針 
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１ 消防計画の目的 

小田原市消防計画（以下｢消防計画｣という。)は、第５次小田原市総合計画（平

成 23 年度～平成 34 年度）に掲げる「いのちを大切にする小田原」の実現に向け、

社会情勢の将来的な予測を加味しながら、将来の消防体制のあるべき姿を明確に

し、課題を中長期的視野で解消し、持続的に施策の展開を図るための消防体制全般

にわたる総合的な計画である。 

諸課題を解消し、将来の消防体制を実現するためには、すべての職員の意識が同

じ方向に向き、組織の持つ力を効果的かつ効率的に駆使して、着実に取り組むこと

が重要であることから、本計画に基づき、具体化した施策を持続的に推進していく

こととする。 

２ 消防計画の位置付け 

消防計画は、「新しい小田原市」を実現するための設計図として「小田原市の最

高方針」として位置づけられる第５次小田原市総合計画を上位計画とし、消防組織

法等の関係法令に基づき、「小田原市及び受託市町の地域防災計画」、「消防力の整

備指針」、「市町村消防計画の基準」等と整合性を保つ、小田原市消防本部の根幹を

なす計画とする。  

【各種計画関係図】 

小田原市総合計画
（おだわらＴＲＹプラン）

消消 防防 計計 画画
整合

受託市町
地域防災計画

■消防組織法
■消防法
■災害対策基本法

整合

消防力の整備指針
市町村の消防計画の基準

小田原市
地域防災計画

整合

～いのちを大切にする小田原～

[消防・救急体制の充実 ]

実施計画に反映

【個別計画】

 実際に即した「実効性の高い計画」の策定と推進  
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３ 消防計画の期間 

消防計画は、平成 28 年度から平成 34 年度までの 7 年間を計画実施期間とする。 

  なお、第５次小田原市総合計画の後期基本計画（平成 29 年度から平成 34 年度）

との整合を図り、社会情勢や財政状況の変化などに対応するため定期的に計画内

容の見直しを行うものとする。  

４ 消防を取り巻く環境の変化 

（１）人口推移 

日本の総人口は、平成 20 年（2008 年）以降一貫して減少傾向にあり、いわゆる

人口減少社会となっている。県西地域の小田原市、南足柄市、中井町、大井町、松

田町、山北町及び開成町（以下「2 市 5 町」という。）については、一部の町にお

いて増加が見られるものの、全体としては、国に先駆けること 10 年以上も早い平

成 7 年（1995 年）以降減少が続いているほか、少子高齢化についても同時に急速

に進んでおり平成 22 年における 2 市 5 町の老年人口（65 歳以上）の割合について

は、神奈川県平均を上回っている状況である。 

こうした人口減少及び少子高齢化による年齢構成の変化は、生産年齢人口の減

少による市町村の財政基盤の脆弱化や、高齢者の増加による救急出動件数の増大

など、消防行政の運営にも大きな影響をもたらすことが予測されている。 

【総人口・65 歳以上人口割合の推移（２市５町）】 
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データ：国立社会保障・人口問題研究所  
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（２）消防活動の内容 

前述の人口減少及び少子高齢化の進行のほか、住環境を始めとした人々の生活

様式の変化、住民ニーズの多様化及び災害の大規模化など、消防を取り巻く環境は

大きく変容を遂げており、消防の活動内容にもその影響が及んでいるところであ

る。2 市 5 町においても、救急活動の現場では、前述の高齢者の増加による出動件

数の増加のほか、救急救命士の処置範囲の拡大に伴い、より高度な医療行為を実施

するようになったことから、メディカルコントロール体制の充実等による質の確

保及び向上が強く求められているなど、業務量の増大のみならず内容も極めて高

度化している。 

また、消火及び救助活動においては、出動件数に大きな変化は見られないもの

の、平成 23 年 3 月に発生した東日本大震災への緊急消防援助隊の応援派遣等によ

る活動範囲の拡大のほか、建築物の高層化、大規模化、更には大型ショッピングセ

ンター等の大規模集客施設や宿泊施設の増加等により、こうした施設の火災時等

における消火及び救助活動や避難行動要支援者の避難対応等へも対処が必要とな

るなど、都市構造の高度化に伴う災害実態の変化にも十分に対応し得る高機能な

車両を始めとした高度な資機材の整備や、高い専門性を有した部隊の配置等が求

められている。 

【災害出動件数の推移（２市５町）】 

（３）予防体制  

ひとたび災害が発生した際には、被害を最小限に止めるために全力をもって対

処することが消防に課せられた責務であることは言うまでもない。しかし、現実的

には、全ての災害に対し万全の体制をもって対処することは極めて困難であると

言わざるを得ない状況である。 
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こうしたことから、一般家庭への住宅用火災警報器の設置が義務化されたこと

などを含め、防火対象物等への立入検査の実施率及び消防法令違反是正の実行性

の向上等、災害を未然に防ぐための取り組みが重要視されているが、財政上の制約

から必ずしも満足のいく予防体制が構築できているとは言い難い状況である。 

５ 関係基準及び消防本部の諸計画との整合 

（１）「市町村消防計画の基準」との整合 

「市町村消防計画の基準」（昭和 41 年消防庁告示第 1 号）に定められている必

要な計画のうち、既に整備されている規程等の状況は、次表のとおりとなっている。

新たに規程等の制定が必要となった場合又は改正が必要となった場合には、速や

かに制定、改正等を行うこととする。 

「市町村消防計画の基準」と当本部の規程等の関係 

市町村消防計画の基準 

（消防庁告示） 
対応している主な当本部の規程等 

1 組織計画 

(1)事務機構 

(2)災害時の消防隊の編成 

○小田原市消防本部等設置条例 

○小田原市消防本部の組織に関する規則 

○小田原市消防署の組織に関する規程 

○小田原市消防長の任命資格を定める条例 

○消防署長の資格に係る教育訓練及びその期間に関する規程

○小田原市消防職員の職の設置等に関する規則 

○小田原市消防吏員の階級、服制等に関する規則 

○小田原市消防職員服務規程 

○小田原市消防職員の勤務時間、休日、休暇等に関する要綱

○消防職員の勤務時間の割振り等に関する取扱細則 

○小田原市消防本部処務規程 

○小田原市消防本部処務規程取扱要領 

○小田原市消防署処務規程 

○小田原市消防団の設置等に関する条例 

○小田原市消防団の組織及び消防団員の階級等に関する規則

○小田原市消防団員の定員、任用、給与、服務等に関する条例

○小田原市消防団員の定員、任用、給与、服務等に関する

条例施行規則 

○小田原市災害時消防支援隊設置要綱 

○小田原市災害時消防団支援隊設置要綱 

○小田原市救急業務規則 

○小田原市消防警防規程 
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○小田原市消防団災害等活動規程 

2 消防力等の整備計画 

(1)消防力等の現況

(2)消防力等の増強 

(3)消防力等の更新 

(4)施設・資機材の整備点検 

○小田原市消防年報 

○小田原市消防通信取扱規程 

○小田原市消防通信取扱要領 

3 調査計画 

(1)消防地理調査 

(2)消防水利調査 

(3)災害危険区域等調査 

(4)被害想定図の作成 

○小田原市消防職員服務規程 

○小田原市消防本部処務規程 

○小田原市消防署処務規程 

○小田原市消防警防規程 

○小田原市消防救助隊活動規程 

4 教育訓練計画 

(1)教育 

(2)訓練 

  ①基礎訓練 

②火災防ぎょ訓練 

③水災防ぎょ訓練 

④救助救急訓練 

⑤総合防災訓練 

○小田原市救急業務規則 

○小田原市消防警防規程 

○小田原市救急業務等実施規程 

○小田原市消防職員の訓練時における安全管理に関する要綱

5 災害予防計画 

(1)火災予防指導 

(2)火災予防査察 

 ①査察対象物の指定 

 ②査察の実施 

(3)風水害等の予防指導 

(4)広報活動 

○小田原市火災予防条例 

○小田原市火災予防条例施行規則 

○消防法等施行細則 

○小田原市消防本部火災予防事務処理要綱 

○小田原市消防本部危険物等事務処理要綱 

○小田原市防火安全教育・指導のための連動型住宅用火

災警報器の譲与手続要綱 

○小田原市消火器等普及連絡協議会設置要綱 

○消 防 法 等 施 行 規 程  

○小田原市消防本部火災調査規程 

○小田原市火災予防違反処理規程 

○小田原市消防本部住民指導に関する規程 

○小 田原 市消防本 部火災 調査規 程事務処理要領  

○小田原市消防本部住民指導に関する規程事務処理要領

○消防法施行規則第４条の２の６第１項第９号の規定により市

長が定める防火対象物の点検基準に係る点検要領 

○小田原市火災予防条例の運用に関する指導指針 

○消防長が指定する必要な知識及び技能を有する者並びに

避雷設備 
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○小田原市消防本部火災予防査察規程 

○防火基準適合表示制度実施要綱 

○消防長が定める大規模な屋外催しの要件 

6 警報発令伝達計画 

(1)火災警報 

(2)その他警報の伝達及び周知 

○小田原市消防警防規程 

○小田原市消防震災警防規程 

○小田原市消防水災警防規程 

7 情報計画 ○小田原市消防警防規程 

○小田原市消防震災警防規程 

○小田原市消防水災警防規程 

8 火災警防計画 

(1)消防職員・消防団員の招集 

(2)出動 

(3)警戒 

(4)通信 

(5)火災防ぎょ 

○小田原市消防警防規程 

○小田原市消防通信取扱規程 

○小田原市消防通信取扱要領 

○小田原市消防団災害等活動規程 

○小田原市消防団無線局管理運用規程 

9 風水害等警防計画 ○小田原市消防警防規程 

○小田原市消防震災警防規程 

○小田原市消防水災警防規程 

10 避難計画 ○小田原市消防警防規程 

○小田原市消防震災警防規程 

○小田原市消防水災警防規程 

11 救助救急計画 

(1)非常招集 

(2)出動 

(3)通信統制 

(4)医療機関等との協力体制 

○小田原市消防警防規程 

○小田原市消防救助隊活動規程 

○小田原市消防通信取扱規程 

○小田原市消防通信取扱要領 

○小田原市救急業務等実施規程 

○小田原市救急業務規則 

○小田原市応急手当の普及啓発活動の推進に関する実施要綱

12 応援協力計画 

(1)協定機関 

(2)応援の方法 

(3)資料の交換 

○消防相互応援協定（市町など） １１協定 

（２）「消防力の整備指針」との整合

近年の社会情勢の変化に鑑み、総務省消防庁告示により、平成17 年6 月「消

防力の基準」から「消防力の整備指針」として、時代のニーズに対応するべく一

部改正が行われた。 
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本消防計画では、消防基盤の整備、充実を計画的に図るため、小田原市及び受

託市町を含めた小田原市消防本部管内における地域特性や消防需要を踏まえた、

消防署所、人員、車両の配置の基準である「消防力の整備指針」を整備目標とし

て、計画的かつ効率的な消防力の整備を推進する。 

（３）計画の修正 

この計画は毎年検討を加え、概ね３年毎に見直すものとする。ただし、必要が

あると認めるときには随時これを修正する。 

６ 基本方針

消防計画の内容については、第５次小田原市総合計画に示された、「目指す

姿」、「基本方針」を踏まえつつ、管轄する２市５町における消防の課題解決に

向けた具体策や、目指すべき将来像等を明確にし、その実現に向けた取り組みの

方向性を明らかにするとともに、一定の目標付けを行う。（⇒目指す姿の見える化）

小田原市消防マスコットキャラクター 

「ファイヤーけしまる」 
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７ 施策体系 

第５次小田原市総合計画に掲げる「いのちを大切にする小田原」の実現に向

け、次の施策体系に沿って、施策の効果的な推進を図る。 

【施策「消防・救急体制の充実」体系図】 

消防組織運営事業1 消防組織体制の強化 1 消防組織運営管理事業 1

3 消防施設再編・整備事業 1 消防庁舎再整備事業

11

2 消防職員人材育成事業 1 消防職員採用事業

2 消防職員教育・訓練事業

消防団運営管理事業3

救急・救命体制の充実と強化事業2

消防車両・装備等整備事業

3 救急研修・教育事業

2 災害対応力の充実と強化 消防・救助体制の充実と強化事業

2 広域応援体制強化事業

救急需要増加対策事業1

救急車両・資機材整備事業2

2 消防施設維持管理事業

3 消防水利施設等整備事業

4 情報通信施設整備事業

2 火災原因調査業務強化事業

医療機関連携事業4

救命ネットワーク構築事業5

消防団運営管理事業1

2 消防団広域連携事業

3 予防要員育成強化事業

個別（予算）事業

3 火災予防の推進 1 火災予防体制の充実と強化事業 1 火災予防推進事業

№ 詳細施策 № 実施事業 №

消防被服等貸与事業2
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第２章 基本計画 
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１ 消防組織体制の強化 

昭和23年の自治体消防発足以来、本市では、市街地の拡大、発展に伴い、消防施設、

消防資機材の整備を図ってきた。市街地においては、新たな形態の出現や、住民ニー

ズの多様化等により、災害形態が複雑多様化・大規模化してきており、一部の地方自

治体では、緊急消防援助隊の受け入れや広域的に運用可能な部隊を配置した総合防

災センターの整備、科学技術の進展による新消防戦術の導入等、時代の変化に柔軟に

対応した施設や資機材の整備を必要に応じて進めている状況である。 

このことから、都市型災害や大規模自然災害など、日々変化する環境に的確に対応

するため、消防組織力の強化及び消防職員の能力向上を図る。 

【「１消防組織体制の強化」に係る施策体系図】 

消防組織運営事業1 消防組織体制の強化 1 消防組織運営管理事業 1

3 消防施設再編・整備事業 1 消防庁舎再整備事業

2 消防職員人材育成事業 1 消防職員採用事業

2 消防職員教育・訓練事業

2 消防施設維持管理事業

3 消防水利施設等整備事業

4 情報通信施設整備事業

個別（予算）事業№ 詳細施策 № 実施事業 №

消防被服等貸与事業2
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住民の安全・安心を確保するため住民の消防行政への理解と認識を図るとともに、

消防職員一人ひとりの意識を向上させることで消防組織の活性化と消防業務の円滑

な遂行を図る。 

１－１－１ 消防組織運営事業 

担当課 
消防総務課

広域調整課
関連事業 全ての事業 

１ 現状と課題 

  少子高齢化の加速化や住民ニーズの多様化、道路等社会基盤整備の進展等、消防

を取り巻く環境の変化に的確に対応するため、消防組織体制の効率的かつ効果的

な充実・高度化を図り、地域の消防力を強化することが必要不可欠となっている。 

２ 施策の方向性（目的）

消防事務を円滑に運営するため、管轄市町の地理的条件、将来人口や都市規模を

考慮し、適正な組織体制の構築を図るほか、限られた経営資源を更に有効に活用す

るため、署所の統廃合や部隊の効率的な運用による災害対応力の強化など、消防

力・消防組織体制の再編に向けた取り組みを推進する。 

３ 主な事業内容 

実施事業 事業概要 

消防組織運営事業 

・住民へより良い消防行政サービスの提供ができるよ

う、バランスのとれた組織を構築する。 

・管内の人口規模に応じた適正な消防力を確保する。

・職員の大量定年退職による消防対応力の低下を避け

るため、組織体制の見直しを図る。 

※部隊・人員配置、勤務体制、組織再編 等 

広域消防推進事業 
・消防の広域化によるスケールメリットを活かし、消

防行財政運営の効率化と基盤強化を図る。 

１－１  消防組織運営管理事業 
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４ 施策推進上の課題 

消防業務の改善や勤務体制の見直しには一定の人員増が伴う可能性がある。

１－１－２ 消防被服等貸与事業 

担当課 消防総務課 関連事業 
1-2-1 消防職員採用事業 

2-2-3 救急研修・教育事業 

１ 現状と課題

消防被服（制服、執務服等）及び防火服等の個人装備（以下、消防被服等という。）

については、過酷な災害現場で活動する消防職員にとって活動時に身を守る装備

のひとつであるとともに、消防職員としての誇りと規律の象徴でもある。

消防広域化に伴い、消防被服等の仕様を一新したことから、職員に対して必要最

低限の被服貸与が完了しているものの、今後も計画的に整備する必要がある。 

２ 施策の方向性（目的） 

職員の大量定年退職に伴う採用等により一定の期間に購入着数が多くなること

が予想されることから、貸与品のリース等を検討し予算の平準化を図る。 

３ 主な事業内容 

実施事業 事業概要 

消防被服等貸与事業 

・職員の安全を確保し、機能的な消防、救急等の活動

と秩序ある組織活動を推進するため、大規模リース

の導入などにより、消防被服等を効率的かつ計画的

に整備する。 

４ 施策推進上の課題 

災害現場活動時に着用する被服であるため、安全性を考慮し、使用頻度、損傷

程度に応じて更新していく必要がある。 

  また、効率的な消防被服等の貸与方法について検討が必要である。 
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消防職員としての高い倫理観を持ち、消防の基本的任務を十分に果たせる職員を

採用、育成するほか、再任用制度等を活用するとともに、定員に含まれない職員の再

雇用及び制度活用時の職域や職場体制を検討する。 

１－２－１ 消防職員採用事業 

担当課 消防総務課 関連事業 
1-1-2 消防被服等貸与事業 

2-2-3 救急研修・教育事業

１ 現状と課題 

職員の大量定年退職及び災害の複雑化、多様化、広域化に伴い、将来的な職員の

年齢構成を考慮した上で、活力ある消防組織の構築を推進し、効率的な組織運営を

実現するために計画的に人材を採用することが不可欠となっている。

【消防職員の定年退職予定者数】 

２ 施策の方向性（目的） 

将来的な職員の年齢構成を考慮した上で、活力ある消防組織の構築を推進し、効

率的な組織運営を実現するために計画的に人材を採用する。 

消防職員の大量定年退職による消防力の低下、組織の硬直化と危機管理の低下、

更には住民サービスに支障をきたすことが懸念されることから、定年退職予定者

を見越した職員採用計画を策定する。 

また、再任用制度及び行政専門員制度を活用するとともに、定員に含まれない職

員の再雇用及び制度活用時の職域や職場体制を検討する。
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１－２  消防職員人材育成事業 

8 年間で 123 人（全職員の約 1/3）
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３ 主な事業内容 

実施事業 事業概要 

消防職員採用事業 

・職員の長期研修や国、県、市町への派遣、定年退職を

勘案し、消防活動機能の低下を起こさないよう計画

的に新規職員を採用する。 

・また、消防職員の大量定年退職による消防力の低下

を防ぐため、定年退職予定者数を見越した前倒し（平

準化）採用など、早期に職員採用の計画をたてる。

再任用（雇用）促進事業 

・現行制度の再任用制度を活用するとともに、実員に

含まれない職員の採用及び制度活用時の職員の職域

や職場体制を検討する。 

４ 施策推進上の課題 

将来の予測として、平成 40 年（2028 年）頃から職員の大量定年退職を迎えるが、

大量定年退職による消防力の低下を招かぬよう、事前に職員の前倒し採用や平準

化等による対応を図らなければならない。（一定期間、人件費の増加が見込まれる。） 

１－２－２ 消防職員教育・訓練事業 

担当課 消防総務課 関連事業 

1-2-1 消防職員採用事業 

2-2-3 救急研修・教育事業 

3-1-2 火災原因調査業務強化事業 

3-1-3 予防要員育成強化事業

１ 現状と課題 

職員の大量定年退職及び災害の複雑化、多様化、広域化に伴い先進的、効率的か

つ継続的な更なる人材育成が急務であり、職員に対して、職場の業務・訓練だけで

は習得できない消防に関する高度な知識や技術を修得する機会の提供が必要とな

っている。 

また、消防職員の資格には、救急救命士や危険物取扱者などがあり、自動車免許

では、中型免許又は大型免許を持っていなければ消防ポンプ自動車の運転ができ

ない。こうした免許の取得費用のうち、大部分は職員の自己負担でまかなっている

現状がある。  
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２ 施策の方向性（目的）

  消防職員としての責務を正しく認識させるとともに、的確な消防業務（消防・

救助・救急・予防等）を遂行するための知識、技術、規律、体力、気力、精神力

等を養い、住民が安全で安心して暮らせるまちづくりに寄与する。 

３ 主な事業内容 

実施事業 事業概要 

消防職員育成事業 

・高度な専門知識や技術に加えて実践力を有する職員

を育成するため、積極的に様々な研修会・講習会へ

派遣を行う。 

・次世代の消防幹部育成制度の構築・運用を検討する。

・職員間の情報共有のため、研修や訓練等に派遣され

た職員による講習会を実施するとともに、各署所単

位でも積極的に技術・知識の継承が行える体制を整

備する。 

・再任用職員が、自身の豊富な知識を職場に伝承する

ことで、組織に貢献できるよう研修体制の整備を図

る。 

資格等取得推進事業 

・消防職員が、消防業務を遂行するうえで必要な資格

や免許等を取得させることで円滑な消防業務の推進

を図る。 

４ 施策推進上の課題 

職員の多くが積極的に研修を希望しているが、研修の種別によっては定員オー

バーとなり希望に沿えない場合がある。改善策として受講枠の拡大が挙げられる

が、研修期間中の人員や時間外手当等の人件費の確保が困難となるなどの課題が

ある。 
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消防署所の再配置等により消防力を適正に配置することで、消防需要に対応した

効率、効果的な消防体制の構築を図る。また、施設を適正に維持管理することで事故

を防止し、公務が円滑に執行できる職場環境を確保する。 

１－３－１ 消防庁舎再整備事業 

担当課 
消防総務課

広域調整課
関連事業 

1-1-1 消防組織運営事業 

1-3-2 消防施設維持管理事業 

1-3-4 情報通信施設整備事業

１ 現状と課題 

（１）消防庁舎 

老朽化が著しい消防庁舎や耐震化が未実施の消防庁舎があり、大規模災害時に

防災拠点としての機能が果たせない可能性が非常に高いことから早急に対応する

必要がある。

また、面積の狭小、機能の不足等がみられる署所が複数存在する他、荻窪出張所

のように、車庫、執務室、生活関連スペースがそれぞれ別個に位置しているため、

出動時に車庫まで長い動線を一般車両や来庁者に注意しながら移動しなければな

らないなど環境自体に課題がある署所も存在する。

【消防署所一覧】 

延面積
※庁舎部分のみ

1 消防本部・小田原消防署 H6年 21年 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 3,932 ㎡ 3,779 ㎡ 耐震構造

2 南町分署 H18年 9年 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 1,127 ㎡ 886 ㎡ 耐震構造

3 荻窪出張所 S51年 41年 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 169 ㎡ - 改修中 市役所1階の一部

4 国府津出張所 S31年 59年 木造 191 ㎡ 707 ㎡ 未改修

5 栢山出張所 S63年 27年 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 795 ㎡ 1,365 ㎡ 改修済

6 西大友出張所 S38年 52年 木造 132 ㎡ 665 ㎡ 未改修

7 足柄消防署 S47年 43年 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 1,313 ㎡ 3,719 ㎡ 改修済

8 松田分署 S47年 43年 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 883 ㎡ 896 ㎡ 改修済

9 山北出張所 S50年 40年 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 331 ㎡ 665 ㎡ 診断結果可

10 岡本出張所 S53年 37年 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 535 ㎡ 1,150 ㎡ 未改修

11 中井出張所 H23年 4年 鉄骨造 288 ㎡ 1,398 ㎡ 耐震構造

（平成27年4月1日現在）

耐震（改修） 備考№ 署所名 竣工年 築年数 構造 敷地面積

１－３  消防施設再編・整備事業 
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（２）消防署所の配置 

消防の広域化に伴い、これまでの管轄区域が統合されたことにより消防力が重

複する地域が発生する一方で、従前から比較的に消防力の低い地域が存在するな

ど消防力に不均衡が生じるなど課題を残していることから、今後、消防需要（地域

人口）に応じた署所の再配置を検討する必要がある。

【消防署所の近接により消防力が重複する地域（現状）】 

【消防署所からの走行時間（現状）から見た消防対応力の分布】 

消防力が重複し

ている地域 

消防力が比較的

に低い地域 

図：（一財）消防科学総合センター「消防力適正配置調査報告書」より

図：（一財）消防科学総合センター「消防力適正配置調査報告書」より 
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（３）広域的総合防災拠点施設 

東日本大震災や阪神・淡路大震災でも明らかとなったように、災害応急対策活動

を迅速に行うためには、事前にその活動拠点を確保することが重要である。

また、平常時には、消防職員はもとより各市町消防団員の各種訓練・研修が可能

な訓練施設（訓練塔、部隊活動訓練スペースなど）として活用し、災害発生時に取

るべき行動等について理解し、広域的に各部隊が連携して活動できる体制を構築

することが重要である。

２ 施策の方向性（目的） 

（１）消防庁舎の再整備と執務環境の改善 

   防災拠点としての機能を継続的に維持していくため、喫緊の課題である老朽

化した庁舎の再整備及び耐震化未実施庁舎の改修を行うほか、劣悪な執務環境

の改善を行う。 

（２）消防署所の統合等による再整備の推進 

より効果的かつ効率的な消防行政サービスの提供が図られるよう地域の実情

を勘案した施設整備及び各署所の適正な部隊（人員）配置を推進する。 

また、消防署所の再整備にあわせ、受持ち区域の見直しを行い、より効果的か

つ効率的な消防署所等の適正配置（統廃合建設整備等）を計画的に実施する。 

（３）広域的総合防災拠点施設の研究 

   県西地域全体の消防・防災力を強化するため、関係市町はもとより国や県等を

含めた広域的事業として、広域的総合防災拠点施設の整備について研究する。 

３ 主な事業内容 

実施事業 事業概要 

消防庁舎再整備事業 

・庁舎の老朽化が著しい消防署所を優先的に統合再整

備する。

・消防署所の再整備にあっては、庁舎の移転等により

効果的かつ効率的な署所配置を図る。

・消防署所の再整備を視野に入れながら消防庁舎の耐

震化を実施する。

・消防署所の再整備にあわせて、劣悪な執務環境の改善を図る。

・国や県等を含めた広域的事業として広域的総合防災

拠点施設の整備を研究する。
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消防署所については、消防力の整備指針（消防庁告示）にもとづき、都市形態の

変化や市街地の形成状況、都市計画道路の整備状況、更には「消防力適正配置調査

報告書 ※」による科学的分析結果等を踏まえ、老朽化や耐震上の理由などで再整備

が必要な消防署所を整備する。 

再整備にあたっては、消防力を総合的に向上させるため、既存施設の再編などに

よる配置の見直しを行う。なお、限られた期間の中で、署所全体を対象とした再整

備計画は現実的ではないことから、再整備対象署所を明確にして確実な整備を推進

するものとする。 

※ 消防力適正配置調査…(一財)消防科学総合センターにおいて、管轄区域の人口データや過去の災害データ、

道路データ等をもとに、現有消防力を効果的かつ効率的に配置するため、科学的に分

析・検証を行った調査。 

４ 施策推進上の課題 

消防庁舎等の整備には多額の経費が必要となることから有効な財源の確保に努

める必要がある。 

  また、事業用地を新たに確保しなければならないことから、事業の遅延を招かぬ

よう早期に候補地の選定に着手しなければならない他、円滑に用地事務を進める

必要がある。 

１－３－２ 消防施設維持管理事業 

担当課 消防総務課 関連事業 1-3-1 消防庁舎再整備事業 

１ 現状と課題 

消防庁舎や施設等については、全体的に老朽化しており、計画的な改修工事が必

要となっている。 

岡本出張所は、築37年（平成27年４月１日現在）が経過しており、外壁の改修及

び屋上等の防水全面改修が必要となっているほか、荻窪出張所については、小田原

市役所庁舎１階の一部分を事務所としているが、車庫棟、トイレ、浴室、炊事場及

び仮眠室など全てが事務室から離れているほか、救急現場等で汚染された車両、資

機材及び着衣等の洗浄場所がないなど衛生面、執務環境面が悪いことから、施設改

修もしくは再整備が必要である。 

このほか、全体として女性職員の執務環境整備の更なる向上を図るため、署所再

整備に合わせて改善を図っていく必要がある。 
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２ 施策の方向性（目的） 

消防庁舎再整備事業と整合を図りつつ、消防庁舎（消防本部、消防署、分署及び

出張所等）及び設備等を適正に維持・管理するとともに、計画的に改修工事等を実

施し、防災拠点としての機能強化及び消防活動の効率化を図る。 

また、消防署所の再整備又は庁舎改修に併せて女性消防職員の当直できる施設

を整備することにより、女性消防職員の職域と配属先の拡充を図る。 

３ 主な事業内容 

実施事業 事業概要 

消防施設維持管理事業 
・常時万全な体制で消防活動が行えるよう、消防庁舎

及び消防車両等の維持・管理を行う。 

消防庁舎等改修事業 

・劣悪な執務環境を改善するため、消防庁舎の改修工

事等を実施し、防災拠点としての機能強化及び消防

活動の効率化を図る。 

・消防署所の再整備又は庁舎改修に合わせ女性消防職

員の職域と配属先の拡充を図る。 

４ 施策推進上の課題 

  比較的規模の大きい消防庁舎等の改修工事時には、一時的に通常機能が保てな

い状況が発生することから、出動の遅延等、消防活動に支障を及ぼすことのないよ

う留意する必要がある。 

１－３－３ 消防水利施設等整備事業 

担当課 警防計画課 関連事業 －

１ 現状と課題

地震の発生により同時多発的に火災が発生した場合、消火栓や防火水槽等の消

防水利が使用できなくなることが懸念されている。予防策として災害時に使用で

きる消防水利を十分確保しておくことが重要であり、耐震性を有する防火水槽を

整備することは初期消火体制を構築するうえで必要不可欠となっている。 

また、消火栓、防火水槽等の経年劣化による腐食、破損がでてきており、有事の

際に有効に使用できるよう修繕が必要である。  
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２ 施策の方向性（目的） 

住民の生命、身体及び財産を守るため、消火活動上、必要な消火栓、耐震性貯水

槽を計画的に整備し、火災による被害の軽減を図るとともに、有事の際に有効に使

用できるよう管轄区域全体の水利整備状況等の把握に努める。 

３ 主な事業内容 

実施事業 事業概要 

消防水利施設等整備事業 

・耐震性防火水槽及び消火栓等の水利を計画的に整備

する。 

・消火活動時に支障がないように現状の水利の維持管

理をする。 

・防火水槽の耐震化・長寿命化を実施する。 

４ 施策推進上の課題 

消防水利事務については、広域化に伴う消防事務の委託対象にはならず、、管内

全域の整備計画では、整備主体である２市５町の所管課と十分な調整が必要とな

る。 

１－３－４ 情報通信施設整備事業 

担当課 情報司令課 関連事業 1-3-1 消防庁舎再整備事業

１ 現状と課題

平成 20 年度に、現在の消防情報指令システムを導入し運用を行っているところ

であるが、経年による機器の老朽化が進み、メンテナンス、オーバーホール、更新

が必要となっている。 

  また、今後、情報通信技術の発達にあわせて、本市の消防情報指令システムの更

なるバージョンアップや、システムの増設等が必要となる可能性がある。

１市５町の「消防に必要な消火栓及び防火水槽等の水利施設」は、広域化前（足柄消防組合）

から１市５町の関係課等で維持管理を実施していたため、広域化後も引き続き行い、委託対象

事務とはしなかった。

【消防水利事務について】
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２ 施策の方向性（目的）

  多種多様な災害通報（119 番通報）等を受信、災害地点特定、直近消防隊への出

動指令に至る業務を的確に行い、消防隊の迅速かつ確実な現場到着を実現するた

めの消防指令センターを維持管理、運用し、常時あらゆる災害から住民の生命、身

体を守り、財産の被害の軽減を図る。 

３ 主な事業内容 

実施事業 事業概要 

情報通信施設整備事業 

・住民等からの緊急通報に対し、迅速・的確な出動指

令を出せるように通信指令施設の更新整備を行い、

救命率の向上及び各種災害による被害の軽減を図

る。 

４ 施策推進上の課題

情報通信機器のメンテナンス、オーバーホール、更新において多額の費用がかか

るほか、通信運搬費を含む維持・管理経費（ランニングコスト）が高額となる。 
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２ 災害対応力の充実と強化 

今日まで消防体制については、消防署所や消防車両といった消防力の基盤整備を

中心に事業推進を図ってきたが、専任職員が十分に配置できていない等、厳しい部

隊編成での運用が続いている。 

しかし、消防の広域化による管轄区域の拡大や災害の複雑化・多様化、救急需要

の大幅な増加等に伴う災害対応力の充実と強化は必要不可欠であり、消防活動の安

全管理体制及び救助体制の充実を図ることは喫緊の課題である。 

消防体制の充実・強化については、限られた人員を効率的に配置し、車両や資機

材を効果的に運用する必要があることから、社会情勢を的確に判断し、消防需要に

見合った消防力を整備していく。 

【「２災害対応力の充実と強化」に係る施策体系図】 

11

消防団運営管理事業3

救急・救命体制の充実と強化事業2

消防車両・装備等整備事業

3 救急研修・教育事業

2 災害対応力の充実と強化 消防・救助体制の充実と強化事業

2 広域応援体制強化事業

救急需要増加対策事業1

救急車両・資機材整備事業2

医療機関連携事業4

救命ネットワーク構築事業5

消防団運営管理事業1

2 消防団広域連携事業

個別（予算）事業№ 詳細施策 № 実施事業 №
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 消防・救助体制の充実と強化を図るため、消火・救助業務に係る体制整備や職員の

能力向上等、消防防災・危機管理体制の強化を図るほか、消防車両等の更新整備を行

い、多種多様な災害に対応可能な体制を構築する。 

２－１－１ 消防車両・装備等整備事業 

担当課 
警防計画課

警防第 1・2 課
関連事業 2-2-2 救急車両・資機材整備事業

１ 現状と課題

災害が大規模・高度化・特殊化し、また住民ニーズの多様化など、近年、消防を

取り巻く災害の形態は急速に変化しており、この変化に的確に対応するため、消防

力の充実強化を図っていく必要がある。 

消防車両以外、消防施設等は更新がほとんど出来ない状況で老朽化し、本来の機

能が発揮できないものが多いことから、災害対応力の高い車両への更新、先進的な

消防装備、各種資機材の整備が必要であるため、計画的に整備を推進していく必要

がある。 

２ 施策の方向性（目的）

  複雑多様化する災害への対応や車両の老朽化に伴う消防力の低下を防ぐため、

車両及び資機材等の更新・整備を行う。 

３ 主な事業内容 

実施事業 事業概要 

消防車両整備事業 

・車両更新計画に基づき更新・整備を行う。 

 （車両更新計画の見直しを検討する。） 

・計画的な更新により、車両数の適正化を図る。 

消防・救助等資機材整備事業
・規格の統一や職員の活動時の安全性や運動性等を考

慮し、時代のニーズに見合った資機材の導入を図る。

水防施設・資機材整備事業 
・水防活動の拠点となる水防倉庫に、各種災害に対応

した資材の必要量を確保する。 

２－１  消防・救助体制の充実と強化事業 
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４ 施策推進上の課題 

  消防車両数の適正化、資機材の規格の統一等を図るには、一定の期間が必要となる。 

２－１－２ 広域応援体制強化事業 

担当課 警防計画課 関連事業 －

１ 現状と課題

現在、緊急消防援助隊には、消火隊を始めとして、救助・救急・はしご・水難・

後方支援の各部隊を登録し、広域応援体制の強化に努めているところであるが、長

期間にわたり部隊を被災地派遣するための資機材が不足している状況であり、計

画的な整備が必要である。 

  また、近年の大規模化・特殊化する災害に対応するため、近隣はもとより、県内

の各消防本部等との連携体制の強化が必要であり、定期的・効果的な合同訓練を実

施することにより、緊急消防援助隊を始めとして、広域応援体制の強化を図る必要

がある。 

２ 施策の方向性（目的）

広域的大規模災害に対応するため、緊急消防援助隊等の装備品の充実や広域応

援訓練等を実施することにより、応援、受援体制の充実強化を図る。 

３ 主な事業内容 

実施事業 事業概要 

広域応援体制強化事業 

・広域的大規模災害に対応するため、緊急消防援助隊

等の装備品の充実を図る。 

・広域応援訓練等を実施することにより、応援、受援

体制の充実強化を図る。 

４ 施策推進上の課題 

消防の広域化により、小田原市消防本部の組織規模が拡大したことで、広域応援

時に各消防本部を取りまとめる役割も多くなったことから、自らの装備品等の整

備だけでなく、統括部隊訓練等の活動面での体制強化も必要となっている。
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高度な救命処置を行う救急救命士の計画的な養成と高規格救急車や高度救命資機

材の整備を進め、救急業務の高度化の推進に努める。 

 また、住民に対する各種の普及講習を開催し、応急手当の普及啓発を図るほか、救

急車の適正利用について啓発活動を実施する。 

２－２－１ 救急需要増加対策事業 

担当課 救急課 関連事業 2-2-5 救命ネットワーク構築事業

１ 現状と課題

今後、高齢化の更なる進展や住民意識の変化に伴い、救急需要が増加し続けるこ

とが予想され、地域によっては、更に現場到着時間が遅延し、救命率に影響がでる

ことが危惧されている。 

また、住民に対して、救急車が必要な状態について啓発し、「救急車の利用のし

かた」を定着させることが救急需要対策の原点であることから、住民の理解を得る

ための積極的な広報活動を展開する必要がある。 

２ 施策の方向性（目的）

救急需要が増大することで、救急隊の現場到着時間の遅延など、住民に不利益が

及ぶことがないよう、救急車の上手な使い方について理解を深め、緊急性の高い傷

病者の救命率の向上を図る。 

３ 主な事業内容 

実施事業 事業概要 

救急車適正利用推進事業 

・救急車の上手な利用について（正しい利用の協力に

ついて）、広報・啓発活動を行い、リーフレットの配

布等を実施する。 

民間救急事業者活用事業 
・継続して、緊急性のない患者を搬送する民間の事業

者の認定を進める。 

２－２  救急・救命体制の充実と強化事業 
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４ 施策推進上の課題

家庭における「緊急度判定」や救急医療におけるＩＣＴ利活用の一環として、消防

情報指令システムと連動したトリアージシステムについても検討する必要がある。 

２－２－２ 救急車両・資機材整備事業 

担当課 救急課 関連事業 2-1-1 消防車両・装備等整備事業

１ 現状と課題

救急に対する需要は近年著しく増加しており、救急サービスに対する住民の期

待と信頼は極めて高いものがあるといえる。また、2025年（平成37年）以降の高齢

化のピークに向けて救急需要は今後もますます増加するものと考えられている。 

現在救急車１台あたりの平均走行距離は１年間に25,000キロメートルとなって

いるが、今後救急出動件数に比例して走行距離が増加すると救急車の故障等が発

生しやすくなる。 

２ 施策の方向性（目的）

救急車を計画的に更新し、整備するとともに、高度救命処置用資機材の整備や感

染防止用資機材の整備を行う。また、消防隊の救急資機材を整備する。 

なお、署所の適正配置の検討に併せ、救急需要に応じた救急隊の適正な配置を検

討していく。 

３ 主な事業内容 

実施事業 事業概要 

高規格救急自動車更新・整備事業
・車両更新計画に基づき更新・整備を行う。 

・計画的な更新により、車両数の適正化を図る。 

救命処置用資機材等整備事業
・規格の統一や職員の活動時の負担等を考慮し、時

代のニーズに見合った資機材の導入を図る。 

４ 施策推進上の課題 

 高度救命処置用資機材は、定期的な保守点検が必要となる。また、出動件数の増

加に伴い、更新年数の短縮や車両数の適正化について検討する必要がある。
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２－２－３ 救急研修・教育事業 

担当課 救急課 関連事業 
1-2-2 消防職員・教育訓練事業 

2-2-4 医療機関連携事業

１ 現状と課題

現在救急救命士は、資格取得後に２年に１回程度の再教育病院実習やメディカ

ルコントロール協議会による生涯教育を行っている。いずれも救命センターや救

急医の指導のもとで実習・研修を行っており、救急隊が医療機関へ搬送し、初期治

療に当たる上で必要な情報、応急処置を理解するために有効である。救急医療は

年々高度化しており、それに伴い救急隊員（救急救命士）に求められている知識、

技術も高度なものとなっている。 

救急救命士の教育研修の場は確立されているが、その他の救急隊員の教育は限

られている。今後は消防職員全体が救急の知識を深め、高度救命処置を理解し、現

場で補助する能力が必要とされるため、救急救命士の指導のもと教育を行う必要

がある。 

２ 施策の方向性（目的）

救急救命士を養成し、救急隊１隊に複数の救急救命士が乗車できる体制を整備

する。また、気管挿管、薬剤投与などの資格取得研修や病院実習などを継続して行

うとともに指導的な救急救命士を養成し、所属における教育訓練体制の充実と救

急隊員の知識・技術の向上を図る。 

３ 主な事業内容 

実施事業 事業概要 

救急隊員教育訓練事業 

・指導的な立場の救急救命士の養成を図る。また、次

の研修等を受講させ、救急救命士を養成していく。

①救急救命士養成研修 

②救急救命士就業前病院研修 

③救急救命士再教育病院実習 

④気管挿管病院実習 

⑤ビデオ喉頭鏡資格取得実習 

⑥拡大処置研修（２行為） 
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４ 施策推進上の課題 

 教育訓練期間中に、救急救命士等の職員が不足しないよう留意する必要がある。

２－２－４ 医療機関連携事業 

担当課 救急課 関連事業 2-2-3 救急研修・教育事業

１ 現状と課題

地域住民の高齢化が進み、地域医療の充実・高度化が求められる中、救急需要は

増加する傾向にある。消防業務全体に占める救急業務の割合が大きくなってきて

おり、メディカルコントロール体制に基づく､検証・研究により救急隊員の資質の

向上を図り、救急業務の高度化に対応した救急体制を確立する。救急の需要は高齢

化の進展による重症傷病者の増加など、更なる事業の拡大が見込まれるので､救急

隊員の救急医療における応急処置等の資質向上は不可欠である｡ 

２ 施策の方向性（目的）

医療機関との合同研修・訓練を行い、連携の強化を図る。また、救急救命士に対

する指示体制の充実及び救急活動の医学的な観点による検証を行い、救急救命処

置の質の向上を図る。 

３ 主な事業内容 

実施事業 事業概要 

病院前救護体制強化事業 

・メディカルコントロールに登録されている指示医師

によって、救急救命士が行う特定行為に具体的指示、

指導・助言を実施する。 

・救急活動記録票に基づき、検証医師による救急活動

全般の検証を実施する。 

４ 施策推進上の課題

  救急救命士の増加や救急救命処置の処置範囲拡大を受け、事務量の増加が懸念

される。また、傷病者の適切な搬送を行うためには、地域の救急医療機関との連

携を推進する必要がある。  
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２－２－５ 救命ネットワーク構築事業 

担当課 救急課 関連事業 2-2-1 救急需要増加対策事業

１ 現状と課題

応急手当の普及啓発については、「小田原市応急手当の普及啓発活動の推進に関

する実施要綱」に基づき実施している。応急手当普及員が指導員として講習指導を

実施しており、講習回数・受講者が拡大している。応急手当普及員及び再任用職員

等の講習開催を支援していくための資機材や教材の整備が必要である。 

２ 施策の方向性（目的）

救命講習等の普及啓発活動を継続して実施することにより、住民の応急手当に

より傷病者の症状の悪化防止や緊急性の高い傷病者に対しての迅速な救命手当の

実施を推進する。 

３ 主な事業内容 

実施事業 事業概要 

救命講習実施事業 
・住民に対し、救命講習等の指導を行い、応急手当の

知識・技術を広く住民に普及する。 

ＡＥＤ設置促進事業 

・管内の事業所等が設置したＡＥＤについて、事業者

の承諾を得て住民に周知することで「救命の連鎖」

の構築を支援する。 

４ 施策推進上の課題

  心肺蘇生ガイドラインは５年ごとに変更されるため、訓練用ＡＥＤトレーナー

のバージョンアップ等を実施する必要があることから、事業費が変動する可能性

がある。 
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消防団の持つ地域密着性、要員動員力、即時対応力を最大限に発揮できるよう、消

防団員の確保、施設整備、装備整備等の充実強化を推進する。 

 また、管轄する２市５町の消防団と常備消防との災害対応に係る広域的連携訓練

を実施する。 

２－３－１ 消防団運営管理事業 

担当課 
消防課 

（小田原消防署）
関連事業 2-3-2 消防団広域連携事業

１ 現状と課題

住民の安全・安心に資するため、老朽化した小型動力ポンプ積載車及び小型動力

ポンプの更新を計画的に進める必要がある。 

神奈川県西部地震や東海地震、南海トラフ地震など、大規模災害の発生が危惧さ

れている中、今まで以上に地域防災力の核となっている消防団詰所の整備は喫緊

の課題である。 

２ 施策の方向性（目的）

消防団員の災害活動、公務災害補償、退職報償、運営等に関して担保することに

より、災害時における消防体制の強化を図るほか、施設及び資機材などの整備を進

め、地域総合防災力を高める。 

２－３  消防団運営管理事業 

各市町の「消防団」は、消防組織法にもとづき各市町が管理することとなっており、地域に

密着した多様な活動を行う必要があることから消防事務委託の対象外となっている。 

このため、本計画における消防団事業については「小田原市消防団」に係る事業計画となる。

【消防団事業について】 
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３ 主な事業内容 

実施事業 事業概要 

消防団運営管理事業 

・消防団員の災害活動、公務災害補償、退職報償、運営

等に関して担保することにより、災害時における消

防体制の強化を図る。 

消防団車両・資機材整備事業
・更新計画に基づき、更新・整備を行う。 

・計画的な更新により、資機材等の適正化を図る。 

消防団施設維持管理事業 
・常時万全な体制で消防活動が行えるよう、消防団施

設の維持・管理を行う。 

４ 施策推進上の課題

  平成25年12月13日に公布・施行された「消防団を中核とした地域防災力の充実

強化に関する法律」を受け、「消防団の装備の基準」（消防庁告示）が改正された

ことに伴い、現状から新基準に合わせる必要がある。電波使用料については、総

務省における３年ごとの料金見直しがあることから、変動が予想される。 

  また、老朽化が進んでいる消防団詰所が多々ある中、建て替えの優先順位、それ

に伴う用地の確保等、計画が立てにくいため建て替えが進んでいないのが現状で

ある。賃借地所有者の都合により移設を余儀なくされた場合には、事業費が突出す

ることになる。また、場合によっては建設手法など従前の例によるのではなく、新

たな計画の検討が必要と考えられる。 

２－３－２ 消防団広域連携事業 

担当課 広域調整課 関連事業 2-3-1 消防団運営管理事業

１ 現状と課題

常備消防については広域化されたが、消防団については各市町で所管している。 

災害現場で協力して円滑な活動をするためには、合同訓練や定期的な連絡会議

の開催等により日ごろから顔の見える関係の構築が必要となっている。 

２ 施策の方向性（目的）

合同訓練等を通じて、管轄する２市５町の消防団と常備消防との連携強化を図る。
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３ 主な事業内容 

実施事業 事業概要 

消防団広域連携事業 
・管轄する２市５町の消防団と常備消防との災害対応

に係る広域的連携訓練を実施する。 

４ 施策推進上の課題

  地域の実情に応じた連携の確保を図ることが必要となるほか、各市町防災所管

との連携の確保も必要となる。 
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３ 火災予防の推進 

火災予防対策については、昭和23年の消防法制定以来、目まぐるしく変化する社

会経済情勢の中、数々の大規模火災を教訓として、立入検査及び違反是正、消防同

意、防火管理制度、防炎規制、住宅防火対策、危険物規制、消防用設備等の設置・

維持基準、消防用機械器具の検定制度等に係る消防法令の整備が進められてきた。

火災予防の効果的な推進のためには、消防機関だけではなく、他の行政機関や事業

所、地域、更には住民が、それぞれ自らの責任と役割分担を認識し、相互に協働し

て総合的な連携を図ることが重要である。 

予防業務は、科学技術の進歩による産業の高度化及び社会情勢の複雑化、多様化

により、予防要員に必要とされる知識や求められる技量も高度化しており、限られ

た人員の中で効率的かつ効果的な業務を遂行できるように体制を構築していく必要

がある。 

【「３火災予防の推進」に係る施策体系図】 

2 火災原因調査業務強化事業

3 予防要員育成強化事業

個別（予算）事業

3 火災予防の推進 1 火災予防体制の充実と強化事業 1 火災予防推進事業

№ 詳細施策 № 実施事業 №
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立入検査業務、違反処理体制を強化し、防火対象物を住民の安全な利用に供するた

めに、出火防止及び防火管理体制の確立を目指す。また、火災原因調査業務を強化す

ることにより精度を向上させ、調査結果やその他統計データの活用により火災予防

広報の充実を図り、防火意識の更なる普及・啓発を行い、事業所においては自主保安

体制の向上を促進する。 

 また、効果的な予防業務を実施していく上で、予防要員の育成を行い、併せて高度

な教育を施すことにより予防業務の水準を高める。 

３－１－１ 火災予防推進事業 

担当課 予防課 関連施策 
3-1-2 火災原因調査業務強化事業 

3-1-3 予防要員育成強化事業

１ 現状と課題

火災の原因は放火によるものや火の不始末に起因するものが多く、火災を予防

するためには、住民一人ひとりの防火意識の高揚を図る必要があるため、火災予防

広報を効果的に展開することは重要な事業である。 

大規模な防火対象物、危険物施設は、火災などの災害発生の際に、その施設のみ

ならず周辺地域の住民及び環境、あるいは経済活動に甚大な被害をもたらすおそ

れがあるため、尊い生命と財産の被害を少しでも減らすよう、立入検査を継続し防

火指導の充実と法令違反の是正促進を図る必要があるとともに、事業所などに対

しては事業所の形態に応じた防災講演や消防訓練の充実を図る必要がある。 

予防業務は、限られた人員の中で可能な範囲で行っている状況であるため、立

入検査の実施率及び違反是正の実効性が十分な水準に達していない。 

２ 施策の方向性（目的）

  立入検査業務及び違反処理体制を強化し、法令違反の是正に努める。また、防火

意識の更なる普及・啓発を行うため、火災予防広報の充実を図り、特に事業所にお

ける自主保安体制の向上を促進する。 

３－１  火災予防体制の充実と強化事業 
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３ 主な事業内容 

実施事業 事業概要 

違反処理業務強化事業 

・立入検査等で判明した法令違反のある防火対象物及

び危険物施設の違反是正を促進し、火災等による被

害の減少及び防火・防災意識の向上を目指す。 

火災予防広報事業 

・住民等に対し、様々な機会を通じ出火防止を最重点

とした防火意識の普及・啓発を行う。特に火災予防

運動期間には実施計画に基づき取り組みを強化す

る。 

・事業所の形態に応じた防災講演を開催するほか、高

度な総合訓練を実施し指導することで、自主保安体

制及び安全管理の向上を図る。 

４ 施策推進上の課題

  火災予防広報は住民周知というより、むしろ積極的かつ広範囲に展開するべき

性質を持っているので、組織全体で取り組むべき事業であり、そのためにも立入

検査等を実施する体制の整備や担当職員の資質向上のための育成計画の検討、構

築が必要である。 

３－１－２ 火災原因調査業務強化事業 

担当課 予防課 関連施策 

1-2-2 消防職員教育・訓練事業 

3-1-1 火災予防推進事業 

3-1-3 予防要員育成強化事業

１ 現状と課題

消防の広域化に伴い、消防部隊等も火災原因調査業務を行う体制としたため、調

査に必要な資機材が不足している。 

  また、従来の火災原因調査業務は、火災原因を判定するための判断基準が調査員

の経験と知識に基づくことが多く、後ろ盾となる科学的根拠による調査体制が十

分に確立されていないのが現状である。 

  近年、特に製品からの出火事例は、住民等の関心が高まりつつあること及び使用

者と製造業者の利害に深く関係しており、より正確な火災原因の究明が求められ

ていることから、職員の更なるレベルアップを図るための研修会等及び調査に必

要な専門的な資機材の整備が必要となっている。  
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２ 施策の方向性（目的）

  火災原因調査業務の更なるレベルアップを図るために、研修会等を定期に実施

するとともに、火災原因調査業務に必要な資機材を各部隊に整備し、調査能力を平

準化及び向上させ、判明した火災原因の調査結果を、今後の火災予防広報を始めと

する諸施策及び警防業務に反映させる。 

３ 主な事業内容 

実施事業 事業概要 

火災原因調査業務強化事業 

・精度の高い火災原因調査を実施するために、資機材

の整備を進める。 

・火災調査科（消防大学校、県消防学校）へ派遣し、高

度な教育を施す。 

・内部研修会の実施及び外部研修会等への派遣など、

人材の育成を図る。 

４ 施策推進上の課題

大規模・特殊火災等に係る火災原因調査については、消防本部の対応力を補う

ために国による原因調査の体制が整備されているので、制度活用のための指針を

定めておく必要がある。一方、通常の火災に係る原因調査については、専門的知

識及び経験を有する人員不足から知識、技術の継承が進んでいない。また調査に

必要な高度な資機材を導入し、活用するためのスキルアップも求められている。 

火災原因調査業務を実施する体制の整備や担当職員の資質向上のための育成計

画の検討、構築が必要である。 

３－１－３ 予防要員育成強化事業 

担当課 予防課 関連施策 

1-2-2 消防職員教育・訓練事業 

3-1-1 火災予防推進事業 

3-1-2 火災原因調査業務強化事業

１ 現状と課題

平成14年以降、重大な火災事例により消防法令が頻繁に改正され、また、国の進
める制度が追加されるなどして、法令違反及び経過措置となっている防火対象物
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や新たに指導の必要が生じてきた防火対象物が増加している。そのため通常行う

べき立入検査業務が圧迫され、どちらも十分に実施できないばかりでなく、対応す

る予防要員の育成も進んでいない。

更に、予定されている違反対象物の公表制度を始めとした、国の推進する予防業

務の強化、拡充対策による業務量の増加が十分に予想される。

また、広域化による組織機構の見直しにより、防火対象物への立入検査等を広範

囲に効果的に行うため、警防業務兼務職員の予防要員を増員し、教育、研修会を行

っているが、高度化、多様化する予防業務に対応するため、更なる専門的知識が必

要となっている。 

２ 施策の方向性（目的）

  立入検査業務及び違反処理体制を強化するため、広域化による組織機構の見直

しにより増員された予防要員に対して、計画的に高度な教育等を施すことにより

予防業務の水準を高めるとともに、組織全体で火災予防広報に取り組める体制を

整備する。 

３ 主な事業内容 

実施事業 事業概要 

予防要員育成強化事業 

・予防科（消防大学校）へ派遣し、高度な教育を施す。

・危険物科（消防大学校）へ派遣し、高度な教育を施す。

・予防査察科（県消防学校）へ派遣し、高度な教育を施す。

・内部研修会の実施及び外部研修会等への派遣など人材

育成を図る。 

・予防技術資格者の計画的育成と配置を行う。 

４ 施策推進上の課題

予定されている違反対象物に係る公表制度など、国の推進する予防業務の強

化、拡充対策に限られた職員で対応するため、予防要員の育成と更なるレベルア

ップが急務となっているが、予防業務に対する意識が警防業務に比べ低いため、

消防本部全体で意識改革を行っていく必要がある。 

  また、予防技術資格者として認定を受けるためには、予防技術検定の合格に加

え、予防業務従事経験が通算４年以上求められていることから、その育成、配置

には十分に精査した計画性が求められる。 
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第３章 財政計画 
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１ 消防財政の現状と課題 

１－１ 消防費の構成 

（１）広域消防事業特別会計 

   管轄する２市５町に係る消防費については、消防事業の円滑な運営とその

経理の適正を図るため、消防の広域化に併せて設置された「広域消防事業特別

会計」において経理されている。

（２）小田原市一般会計（消防費） 

小田原市に係る非常備消防費（消防団関係）や消防水利、水防費について

は、「小田原市一般会計」において経理されている。 

１－２ 消防運営にかかる財源（広域消防事業特別会計） 

消防財源のほとんどは、小田原市一般会計からの繰入金及び受託市町の負担金

で成り立っていることから構成自治体の財政運営状況により消防運営に影響を及

ぼす可能性がある。 

また、庁舎や車両等、高額な消防施設に係る経費は、地方債による特定財源の

活用で成り立っている。 

その他、高速道路にかかる救急支弁金、消防防災施設整備や緊急消防援助隊設

備整備に伴う国庫補助金や県支出金、その他危険物施設の許可等の事務手数料等

がある。 

１－３ 性質別歳出の動向（平成25年度決算）

財政状況（歳出）については、消防費のおおよそ80％を人件費が占めており、

地域手当の増加等、今後の給与改定の動向によっては、更に人件費が増加するこ

分担金及び負担金
33.6%

使用料及び手数料
0.1%

県支出金
1.0%

繰入金
46.4%

諸収入
0.1%

市債
18.8%

平成26年度予算（歳入科目別内訳）
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とも想定される。 

物件費については、基本的に更新整備を原則としていることから一定の水準で

平準化されており、今後も節約に努め比率を保つことが必要である。 

普通建設事業費については、これまで、消防車両の更新及び消防救急デジタル

無線共通波の整備が主な事業となっていたが、消防庁舎の再整備や消防情報指令

システムの更新など大規模事業が見込まれている。 

公債費については、後年度において大きな財政負担となることが予想されるた

め、長期的な展望のもとで計画的に事業を実施していく必要がある。 

１－４ 消防予算額及び決算額（広域化後） 

※平成24年度より広域化し、消防施設費の一部と常備消防費、交際費、予備費からなる特別会計が

設置された。また、24年度補正予算の一部を25年度に繰り越しているため、25年度決算額が予算

額を上回っている。 

人件費
79.9%

物件費
4.2%

維持補修費
0.1%

補助費
1.4%

普通建設事業費
5.5%

公債費
9.0%

性質別歳出（H25決算）内訳

常　備 非常備 消　防

消防費 消防費 施設費

当  初 3,343,150 86,910 222,844 4,500 347,260 6,326 4,010,990

補正等 0 0 0 0 0 0 0

計 3,343,150 86,910 222,844 4,500 347,260 6,326 4,010,990

3,390,035 83,101 208,435 3,608 339,532 0 4,024,711

84.2 2.1 5.2 0.1 8.4 0.0 100

当  初 4,145,331 84,354 334,807 2,615 263,248 1,938 4,832,293

補正等 54,660 0 0 0 276 △ 276 54660

計 4,199,991 84,354 334,807 2,615 263,524 1,662 4,886,953

4,156,615 81,444 316,375 2,063 263,524 0 4,820,021

85.8 1.8 6.9 0.1 5.4 0.0 100

※繰出金を除く（単位   千円）

決 算 額

2
6
年
度

構成比(%)

予算額

予算額

水防費 公債費 予備費 計

2
5
年
度

構成比(%)

決 算 額

年 度

目
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２ 消防財政の今後の見通し 

２－１ 今後の方向性

今後、更なる人口減少及び高齢者の増加により、税収財源の低下が想定される

中、消防が持続的な消防サービスを提供していくためには、消防組織の再編等に

より身の丈にあった効率的かつ効果的な組織作りを進めていく必要がある。 

２－２ 財政見通し 

基本的には、現状維持をベースとし、財政の平準化を念頭に置きつつ中長期的

な視点で各種事業を推進するものとするが、財政に影響を及ぼすものとして次の

ことが想定される。 

（１）人件費 

平成26年人事院勧告に基づく公務員給与制度の総合的見直しに係る対応とし

て、地域手当の国の引上げ状況に応じ、本市の現給保障期間、財政状況を考慮

しながら、段階的な引上げを検討することとしている。

（２）消防庁舎の再整備 

老朽化等により、大規模災害時に防災拠点としての機能が果たせない可能性

が高い消防庁舎について早急に整備する必要がある。 

消防庁舎の再整備には多額の事業費がかかるため、署所統合等により事業費

の削減を図るが、用地取得に係る一定の経費が必要となる。 

（３）消防通信施設整備 

消防情報指令システム（平成20年度に整備）は、整備から概ね10年で更新が

必要となる。 
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また、既存の消防情報指令システムの保守管理経費に加え、災害監視カメラ

装置、消防救急無線（デジタル）装置等、新たに保守管理経費が増額となる。 

（４）公債費の将来動向 

今後、消防庁舎の再整備や消防情報指令システムの更新など大規模事業の実

施により、公債費の増加が見込まれる。 

一方で、現在の消防本部・消防署庁舎建設事業（平成７年度発行）及び消防

情報指令システム整備事業（平成21年度発行）の償還が平成31年度には完了す

る予定となっている。（消防車両については更新にあわせて継続的に起債する

ため影響要素にはならない） 

しかし、消防庁舎等の老朽化が進行する中、今後、計画的に消防庁舎の再整

備を推進していく必要があることから、建設事業費の増に伴い公債費が増加す

る見込みである。（実質的な公債費の増加は平成35年度以降） 

（５）その他 

事務用消耗品費の節減に努めるほか、庁用の照明を節電効果のある電灯、電

球へ随時交換していくなど光熱水費の節減に努める。 

また、備品の購入及び買い替えについては、必要性、緊急性を精査し、必要

なものだけを購入することとし、使用期間の決まっていない備品については、

使用、取扱いに十分注意し、備品の長期使用を心がけるなど、経費の削減に努

める。 


